
１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における○才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

　弟子屈町の農業は、全町的に酪農や肉用牛・馬産が盛んなほか、北部地域では他の地域と比較して気候が温暖なた
め、馬鈴しょ・てん菜・小麦の３作物が作付けされており、近年は、第４の作物としてそばの作付けが定着し、適切な輪作
体系による安定的な畑作経営が維持されている。各種農業・農村整備事業の導入により農地の造成整備や施設整備が
進み、離農跡地の集積等と併せ、規模拡大と近代化が進んできた。農地面積は、10,670ｈａと行政面積の13％を占め
ており、そのうち牧草地は約8,200ｈａ、畑地は約1,500ｈａとなっている。農業者一戸当たりの経営面積が平均81.2haと
なっており、一筆ごとの圃場面積も大きく、集積面積は約9,500ha、集積率は92％（弟子屈地区）と、一定規模の集積が
既に行われている状況にある。一方で、地域内の農業者の平均年齢が53.4歳であり、後継者のいる農家の割合は12.5％
である。
今後も、離農者の農地が生じたときには、地域内の農業者を優先に集積を進めていくが、農業後継者対策や新規参入
者の受入・支援をより一層進めていく必要がある。
【地域の基礎的データ】
・農業者：120戸（うち50歳代以下　63人、法人22経営体）※町外に所在地を置く6法人を含む
（認定農業者　93戸、他市町村認定農業者　8戸、認定新規就農者　3戸、基本構想水準到達者　3戸、
主な作物：生乳、肉用牛、馬鈴しょ、てん菜、小麦、そば、メロン、ぶどう

708

322

-

-

（備考）

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 12,050

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 10,670

②　田の面積 -

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 10,670

目標年度 令和１７年度

市町村名
(市町村コード)

弟子屈地区

（016659）

地域名
（地域内農業集落名）

川湯、屈斜路、美留和・札友内、奥春別、原野、仁多、南弟子屈

（　川湯緑、川湯、川湯３、川湯８、川湯７、川湯市街仁伏、陰徳、和琴、ポント、古丹、丸山、石狩別美里、愛天
美豊、美留和、美留和開拓愛天、美留和摩周、札友内、札友内２、札友内１、豊栄、原野５、新生、原野中央、
原野２、原野３、奥春別３、奥春別、三笠、好美、奥春別豊生、最栄利別、福島、重内、鐺別開拓、鐺別１、鐺
別、共盛、弟子屈市街，下鐺別、仁多摩周、仁多４、仁多３、更生、仁多１、仁多、秋田川、熊牛１、報徳、共

栄、熊牛２、熊牛、平和、オソベツ　　）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和7年3月31日

更新年月日
令和　　年　　月　　日

（第　　回）
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（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

①鳥獣被害防止対策
弟子屈町全域が林野部と隣接しており、鳥獣による農作物被害が深刻である。特にシカについて被害額が年々増加している状況に
あるため、国事業を活用して有害捕獲や侵入防止柵の設置等を進めていく。また、町内狩猟免許保持者の高齢化が顕著であり、若
手の育成及び技能継承が喫緊の課題であるため、各種研修事業の活用等を通じて担い手の育成を図っていく必要がある。
③スマート農業
畑作においては一戸あたりの経営面積が75.6haと全道一の経営規模であることから、IT技術を活用した労働負担の軽減及び効率化
が不可欠である。現在、GPS操舵を活用した自動操舵トラクターを12戸の農家が導入し、スマート農業を推進している。ただし、携帯
電波が届かない地域もあることから、不干渉地帯の解消が必要。また、スマート農業の製品等は導入費用が高額であることから、今
後導入に向けて検討する場合には、国等の補助金等を最大限に活用し導入に向けて検討を行う。
⑦中山間地域等直接支払制度及び多面的機能支払交付金制度の活用による地域資源の保全管理活動が行われていることから、
今後も農業者との連携、役割分担により農用地の維持管理を推進する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組内容】

JAコントラ事業の活用、酪農ヘルパー制度及び畑作パートバンクの活用による農業者支援を積極的に進めていく。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

農業委員会の利用権設定等促進事業による利用権設定を活用した貸借については、契約期間満了後、農地中間管理
機構を活用した貸借に順次切り替えていく。

（３）基盤整備事業への取組

・美留和地域においては、国営総合農地防災事業により排水路及び暗渠排水溝の整備が実施されているため、今後は
維持・保全を行いながら、生産効率の向上や担い手への集積・集約化を進めていく。
・川湯地域においては、国営川湯跡佐南土地改良事業（農地防災）及び国営川湯跡佐北土地改良事業（農地防災）の
受益対象地となっており同事業の推進に協力していく。
・その他の地域においては、地域のニーズを把握し、必要な基盤整備事業に取り組んでいく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

町、JA摩周湖、農業改良普及センター等の関係機関が連携し、多様な経営体の確保・育成に努める。
高齢化に伴う規模縮小が顕著な地域にあっては、第三者継承や新規参入等についても積極的に検討を進め、多様な機
会を捉えて相談から定着まで切れ目のない取組みを展開し、新規就農の促進・定着を図っていく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の取組

地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手の意向に基づいて利用調整や利用権の再設定を推進し、集約化を進めていく。

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

今後、規模縮小・離農により、新たな受け手を希望する農地については、農地中間管理事業を活用し、地域の認定農業
者等を中心に集積・集約化を進めていく。

（２）農地中間管理機構の活用方法

現状の集積率 92 ％ 将来の目標とする集積率 92

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

　弟子屈町の農業は一戸農家あたりの経営面積の平均が81.2ha（畑作75.6ha）と広大であり、農家数の減少とともに規
模拡大意向のある農家への集約化がほぼ達成している状況にあることから、複数戸法人の設立や新規就農者の受入・
支援を推進する必要がある。将来に渡り持続可能な地域農業を推進していくために、地域の実情に合わせて、家族経営
をはじめとする農業経営体が経営体質改善と生産基盤の強化を図りながら、農業生産額の増大や生産コストの縮減によ
る農業所得の増大と６次産業化による農業経営の多角化に向けた取組を推進するとともに、農業経営体を支える営農
支援組織の育成を行うなど、効率的かつ安定的で多様な農業経営を育成・確保し、これらの担い手への農用地の利用
集積・集約化を促進する必要がある。

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

地域の将来を見据えた効率的な農地の活用につながるよう、営農拡大意向のある担い手を中心に集積を進める。高齢
化に伴う規模縮小が顕著な地域にあっては、担い手の意向を尊重しながら、第三者継承や新規参入など、後継者の確
保・育成に向けた取組みを進め、優良農地の維持を図る。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標
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４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

17

ha ha ha ha
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５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

（留意事項）
　農業を担う者を位置付ける際、これらの者の氏名が含まれた地域計画について、法令に基づく手続として、本人の同意なく、
関係者の意見聴取や、地域計画の案の縦覧、地域計画の公告を行うことができますが、個人情報を保有するに当たっては、
利用目的をできる限り特定し、本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利
用目的を明示してください。
　また、市町村の公報への掲載等とは別に、インターネットの利用により関係者以外の不特定多数に対して情報を提供する場
合は、氏名を削除するなど配慮してください。
　必要に応じて区域内の農用地の一覧を参考として添付してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

2 弟子屈町畑作パートバンク利用組合 播種、収穫 てん菜、馬鈴しょ

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

1 弟子屈町酪農ヘルパー利用組合 酪農 酪農

計 122経営体 10,670 1,270 10,636 1,270

別紙1のとおり

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考
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